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平成29年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）その６ 

平成29年12月４日（月） 

                                           

○議長（岡 弘悟君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番５、16番 岡本君。 

〔16番（岡本安弘君）登壇〕 

○16番（岡本安弘君）皆さま、こんにちは。 

 議場も暖かくなって、少し眠気もしてくる

頃でございますが、しばしおつき合いをよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、まず、本市に来週した台風21号

により被災された住民の皆さまには心よりお

見舞いを申し上げます。また、災害発生時よ

りご尽力いただきました職員やボランティア、

また、関係各位の皆さまには厚く御礼を申し

上げます。 

 それでは、議長のお許しをいただきました

ので、通告に従いまして、一般質問を始めさ

せていただきます。今回も、「人に、景気に、

まちの未来にまっすぐ」という私のモットー

のもと進めさせていただきます。 

 １項目めに、人にまっすぐということで、

義援金募集についてであります。 

 さきに発生した台風21号の本市の被害は、

住家被害で全壊３戸、床上浸水105戸、床下浸

水60戸、道路・河川では崩土96件、路肩崩壊

14件、市道通行どめ26箇所、農地では林道被

害11路線29箇所などの被害状況となっていま

す。被災者に対し、和歌山県では和歌山県平

成29年台風21号災害義援金を、橋本市におい

てはふるさと納税サイトのふるさとチョイス

を活用し、広く支援協力を求めています。 

 しかし、他の募金などにおいては市民の皆

さまに募金協力を依頼するのに対し、市内が

罹災した場合、インターネットだけというの

はいささか疑問に感じます。私も微力ながら

被災された方のお手伝いをさせていただきま

した。浸水した原因、今後の対応、対策など

多くの意見がある中、今の状況をどうしてい

こうかという意見も多く聞かれました。 

 今こそ地域の共助が必要なときではないで

しょうか。今からでも遅くないと思います。

義援金募集箱の設置について、本市の考えを

お尋ねします。 

 ２項目めに、景気にまっすぐということで、

橋本市の伝統産業であるパイル織物製造業の

支援について、お尋ねします。 

 本市のパイル織物はかつて日本一と言われ

た時代もありました。町のあちらこちらで夜

遅くまで織機の音が聞こえ、商店街などは活

気に満ちあふれていたことが、子どもの頃の

記憶として懐かしく残っています。 

 しかし、今日の本市の伝統産業であるパイ

ル織物は、高野口に育った者から見れば衰退

は著しく、風前のともしびではないかと感じ

ています。繊維業の振興は生半可な心構えや

上辺の支援では産業に致命傷となりかねませ

ん。本市がどれだけ取り組んできたのかをお

尋ねします。 

 ①基幹産業であるパイル織物産業の現状を

認識していますか。 

 ②パイル織物産業の将来性をどのように考

えていますか。 

 ③先日、ふるさと名物応援事業補助金の陳

情を行ったと聞きましたが、その内容と経済

効果についてお答えください。 

 ３項目めに、まちの未来にまっすぐという

ことで、子どもの生活実態調査の進捗状況に

ついてお尋ねします。 

 金銭的に余裕がなく育てられないと思った

という理由で、生まれたばかりの子どもをバ
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ケツに入れてセメント詰めにした痛ましい事

件は、私の心をずたずたに引き裂かれるよう

な思いがいたしました。 

 私事ではありますが、先日、無事第２子を

授かったばかりの私は、このようなことは本

市において絶対あってはならないと決意を新

たにし、教育と福祉の連携がいかに重要であ

るかということを強く再認識いたしました。 

 安倍総理は今、国会の所信表明演説の中で、

どんなに貧しい家庭に育っても意欲さえあれ

ば、高校、高専、専修学校、大学にも行くこ

とができる、そういう日本に、皆さん、して

いこうではありませんかと述べられ、また、

人生100年時代構想推進室看板かけ及び訓示

式においては、どんなに貧しい家庭に育って

も家庭の経済事情に左右されずに、それぞれ

が夢に向かって進んでいくことができる社会

をつくっていかなければなりませんと訓示さ

れています。 

 子育てや教育等の費用負担が少子化の要因

の一つであると言われ、子育て世代の市民相

談からは教育費への補助の要望が多く聞かれ

ます。内閣官房人生100年時代構想推進室参考

資料には、家庭の経済事情による学力の影響

において、家庭所得が高い子どもの正答率は

その所得に比例し高く、所得の最も高いグル

ープと最も低いグループの比較において、中

３数学Ｂでは20ポイント以上の開きがあるこ

とが示されています。 

 子どもの貧困問題が国の重要な課題として

議論され、全国各地において子どもの生活に

関する実態調査が実施されました。それをも

とに各自治体でも施策に生かす取り組みが行

われています。本市においてはこの９月に調

査が実施され、現在、集計を終えたと聞いて

います。 

 そこで、お尋ねします。 

 １、実態調査の実施内容、実施時期、実施

対象についてお答えください。 

 ２、回収率はどうだったのか。また、回収

率からいえる信頼度についてお答えください。 

 ３、集計結果から、本市の子どもたち、保

護者の生活困難な状況で明らかになってきた

点があればお答えください。 

 ４、実態調査の結果をどのように市の施策

に生かし、子どもや保護者の生活に還元して

いくのか、今後の予定についてお答えくださ

い。 

 以上、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。明確なご答弁をよろしくお願いいた

します。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君の質問項

目１、台風21号の罹災者に対する義援金募集

に対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（石橋章弘君）登壇〕 

○健康福祉部長（石橋章弘君）台風21号の罹

災者に対する義援金の募集について、お答え

します。 

 12番議員にも答弁したとおり、義援金の募

集に関しては県単位機関において実施される

ことを原則としていますが、橋本市地域防災

計画に位置付け、補足的に本市においても行

うこととしています。 

 今回の災害における義援金については和歌

山県も、新宮市に対し災害救助法が適用され

たことなどを受け、義援金募集を行っている

ところです。 

 今般の本市の義援金の募集に関しては、既

に広く認知されている寄附制度としてのふる

さと納税の制度を活用することとし、その取

り扱いノウハウが確立しており、また、現在、

本市が利用しているふるさと納税取り扱いサ

イトであるふるさとチョイスを利用すること

により、義援金の募集を実施しました。イン

ターネットを活用することにより、本市被災
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状況の発信を広く行い、また、基本的にはイ

ンターネット環境さえあれば、いつでもどこ

からでも義援金の応募ができることなどを考

慮し、この方法を採用したところであり、義

援金箱等の設置は行うことなく今に至ってい

ます。 

 しかしながら、災害支援への志や善意をお

受けする方法としての義援金箱の設置も有用

であると考えますので、設置に向けて取り組

みます。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君、再質問

ありますか。 

 16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ご答弁ありがとうござ

います。 

 設置していただけるということなので、こ

れ以上お聞きすることもないのかなと思うん

ですけど、12番議員とも若干重なっている部

分もありまして、やはり何とかご支援の方法

はないのかというところから同じようなご質

問になったのかなというところで、議員皆さ

んにおいてもそういった気持ちというのは一

緒かなというふうに思っております。 

 それで、この義援金箱設置が必要ではない

のかなというふうな考えに至るまでの中で、

ちょっといくつかの疑問にあったことがござ

いまして、その辺について、二、三お聞きし

たいんですけども、本市が今、利用していた

だいているこのふるさと納税取り扱いサイト

のふるさとチョイスですけれども、これを利

用して災害支援を受け付けているわけなんで

すけど、緊急的な寄附受け付けということで

クレジットカード決済限定となっております

けども、クレジットカードのない人というの

はどうしたらいいんでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）お問い合わせ

をいただいたり希望された方には郵便振替用

紙を送付してございまして、それをもって応

募していただくという取り扱いをしてござい

ます。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）郵便振替でということ

です。これが一つ疑問に思ったところで、緊

急的というのもあるんですけど、善意を募る

のにはクレジットカードといのはいささかど

うなのかなという、その点だけでした。 

 郵便振替ということなんですけど、それで、

次の質問をさせていただくんですけど、今、

家屋の全壊、半壊、床上浸水という、された

世帯、また、田畑の崩壊などに対しての、先

ほど来もありました災害見舞金ですけれども、

一部調べさせていただいているんですけど、

この支給については和歌山県と橋本市はどの

ようになっておられますか。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）見舞金につき

ましては、橋本市災害見舞金等支給要項に基

づきまして、水害の場合は本市の場合、全壊

の場合は５万円、半壊は３万円、床上浸水は

２万円という規定となってございます。それ

と、これに連動する形で和歌山県の災害見舞

金といたしまして、全壊１万円、半壊5,000

円、床上浸水5,000円となっていると聞いてお

ります。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

 それ、今、見舞金というのは全壊、半壊、

床上浸水の方ということで認識したんですけ

ど、それ以外の方というのはないんですよね。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）見舞金として

の規定は対象が今申し上げた内容、水害の場

合はこういうような内容になってございます。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。 
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 災害見舞金の、今お答えいただいたんです

けど、もう見舞金としては今の方のみという

ことで、この災害見舞金の対象外の人の支援

も重要ではないのかなというふうに私自身は

考えたんです。 

 それで、今、ふるさとチョイスでも募集し

ていただいていますけれども、この支援金と

義援金の違いについてなんですけれども、支

援金というのは被災地で活動を行う各機関や

ＮＰＯ、ボランティア団体に対してのお金で、

人命救助やインフラ整備など復旧活動に速や

かに役立てられる。義援金というのは被災者

の方々へお悔やみや応援の気持ちを込めて贈

るお金ということで、赤十字や赤い羽根募金

や自治体、テレビ局などが受け付けますと。

それで、寄附金の100％が公平・平等に被災者

に配付されますということです。 

 ちなみに、寄附金というのは被災者支援を

する団体、主にＮＰＯや自治体へのお金であ

りまして、公共道路や湾岸の復旧支援事業に

使用されるということになっております。和

歌山県下で今、義援金を募集していただいて

いるんですけれども、県下でも被災した地域

というのはかなり多くて、橋本市においても

十分な支援にはならないのではないのかなと

いうふうに感じたわけで、それであるならば、

市内で被災した人を支援したいという気持ち

に応えるには、やはり橋本市の義援金募集を

独自にする必要があるのかなというふうに考

えたわけなんですけど、その点についてはい

かがですか。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）ご指摘のとお

り、和歌山県が実施主体となって義援金の募

金を現在行ってございます。これに平行して、

本市においても橋本市平成29年台風第21号災

害義援金として、壇上から答弁させていただ

きました、ふるさとチョイスのサイトを利用

して義援金として橋本市が実施しておるとこ

ろでございます。この義援金につきましては、

被災者への配分ということを配分委員会を通

じて行うこととしております。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

 先ほども答弁がありましたように、ふるさ

とチョイスで募ったお金は全額を生活支援に

充てていただけるというような12番議員の中

でのお話だったと思うんですけど、サイトを

最初に見た頃には、義援金でなくて被災者支

援という形で書いておりまして、それの中で

も、生活支援でなくて、被災された方の支援

に使いますというような記載をされていたと

思うんですけど、先ほど来も今もお話しさせ

ていただいたように、広く考えるとインフラ

整備というのも被災者支援でありますので、

今、ふるさとチョイスで募っていただいてい

るお金というのを生活支援に回すというよう

なふうには考えておらなかったもので、今お

話しさせていただいたんですけれども、実際

のところ、インフラ整備も確かに重要であり

ますけれども、今回に関しては生活支援に充

てていただけるというようなお話でありまし

たので、その辺については若干、自分の中で

は考えておったのとは違うんですけど、それ

はうれしい誤算というか、広く支援をするに

あたっては義援金というのは重要であると考

えますので、その辺はありがたいなというふ

うに考えております。 

 それと、今、和歌山県においても平成29年

台風21号災害義援金というのをしていただい

ておるんですけれども、ふるさとチョイスも

含めて災害支援は銀行振り込みであったりと

か、振興局に現金を持参であったり、先ほど

ご答弁いただいたようにクレジットカードで

決済しますよというようなお話でございまし

た。その支援の方法に対応されない方、ご高
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齢の方であったりお子さんであったりとかで

市内でお困りの方を同じ市内で支援したいと

いう方に対しては、やはりこの義援金募集箱

というのは有用というふうに考えたわけでご

ざいます。 

 それで、庁舎に来られた高齢者が、また、

お母さんの買い物に来られたお子さんという

のがお菓子を買うのを我慢して協力していた

だく、飴玉１個を買うのを我慢して、市内で

困っている方に支援いただく、そういう姿と

いうのはすごく尊いなというふうに私は感じ

るんですけど、やはりその人たちの善意とい

うのも広く酌み上げる方法というのも今回提

案させていただているわけでございます。 

 取り組んでいただけるということでありま

すのでこれ以上言うことはないんですけれど、

そこで一点だけお聞きしたいんですけれども、

この義援金募集箱の設置にあたって、今後ど

のように進めていかれるのですか。それと、

公共施設はもとより民間企業だったりとか企

業の協力なんかも必要ではないのかなという

ふうに思うんですけど、その点についてはど

うですか。 

○議長（岡 弘悟君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）議員ご指摘の

とおり、災害支援への志や善意、これをお受

けする方法としての義援金箱の設置という観

点から、設置に向けて今現在、事務手続きを

進めておるところでございます。現時点で考

えてございますのが、市庁舎、それと健康福

祉センター、２箇所を予定しております。 

 何分ともこの義援金箱というのは、目につ

きやすい場所というのがもちろん求められる。

もちろん、現金が入っているということでご

ざいますので、その管理についてもそれなり

の注意が必要というふうに考えてございます。 

 というようなことから、従来、募金箱を設

置する場合は、常時、例えば庁舎案内とかう

ちのセンターの案内等から目に見える範囲で

設置するというふうな手続きをとってござい

ます。また、定期的に回収なりする必要もご

ざいます。そのようなことから、現金管理、

それから定期的な回収、あるいはそういう防

犯、変な話ですけども募金箱は現金が入って

いるとわかっていますので、そのようなこと

も考えながら、うちのセンターと庁舎、この

入り口に設置する予定でおります。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。

していただけるということですので、これ以

上言うことはないんですけど、被災された方

でお見舞金対象外の人を支援するにはという

ところの観点から今回質問させていただいた

わけですけれども、インターネットが悪いと

かそういうものではないんですけど、ふるさ

とチョイスでも募った災害支援金というのは

全額、被災された方への支援に充てる、生活

支援に充てるということで大変ありがたいな

と思うんですけど、また、市内で被災した人

を支援したいよという人のこの思いをいうの

を酌むには、やはりこの募金箱の設置という

のも必要であるのかなと。アナログ的なとこ

ろも重要であると思いますので、早急な対応

をお願いいたしまして、１項目めの質問を終

わらせていただきます。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目２、伝

統産業であるパイル織物製造業の支援に対す

る答弁を求めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（笠原英治君）登壇〕 

○経済推進部長（笠原英治君）橋本市の伝統

産業であるパイル織物製造業の支援について、

お答えします。 

 まず、一点目の、パイル織物産業の現状に

ついてですが、本市のパイル織物は生地とし

ての販売スタイルが大半を占め、企業間取引
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の製品であることから、完成品として世間に

出回るときには橋本市産という表記がなく、

パイル織物の産地としての知名度が専門分野

にしかないのが現状です。 

 このことから、紀州繊維工業協同組合を中

心に、産地展示会であるパイルファブリック

店や国際繊維総合見本市のプレミアムテキス

タイルジャパンを通じて、高野口パイルファ

ブリックのブランド化を図ってきました。 

 一方、日本国内では大企業を中心に景気は

緩やかであるものの回復を見せ、戦後２番目

の長さに並ぶ４年半にも及ぶ景気拡大と言わ

れています。しかし、中小企業等、特に地方

の事業者にはその景気を実感できていないの

が現状です。 

 次に、二点目の、パイル織物産業の将来性

についてですが、地域ブランドである高野口

パイル織物は海外からの安価な輸入素材に比

べ、技術と品質は世界トップクラスであり、

また、多様な用途に対応可能な特徴がありま

す。そのため、まだまだ知られていないパイ

ル織物は多くの用途で世界中に採用していた

だける可能性があると考えています。そのた

めには、アパレルから産業用途までさまざま

な分野に出展するプロモーション活動が必要

であると考えています。 

 次に、三点目の、ふるさと名物応援事業に

ついてですが、本年４月にパイル織物を橋本

市のふるさと名物とする応援宣言を行い、そ

れに伴い地域産業資源活用事業計画を策定し、

先月11月に経済産業省と中小企業庁等への陳

情を行ったところです。また、平成30年２月

には同事業の補助金申請を行う予定となって

います。 

 主な事業の一つ目は、東京都心で開催され

る産地展示会や海外で開催される産業用繊維

展示会へ出展するプロモーション活動を行う

販路開拓支援です。二つ目は、専門家による

マーケティング、ブランディング、アンケー

ト調査によるブラッシュアップ支援。三つ目

は川下製品の商品開発支援、四つ目は将来の

担い手となる服飾専門学校、若手デザイナー

への素材提供を通したパイル素材の普及活動

です。 

 産地ブランドを確立していくには時間がか

かりますが、産地展示会を継続することで産

地ブランドの信頼性を築くことにつながり、

新たな用途開発への成果や効果が生まれると

考えています。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君、再質問

ありますか。 

 16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

 いろいろ考えていただいているんですけれ

ども、私たちが幼少の頃にガチャマンと言わ

れたよき時代がございました。高野口の町全

体が織物関係の仕事をしていたなというふう

にも記憶しております。いろいろ織機を織る

音であったりとか糸を繰る音であったりとか、

そういう形でいろいろ高野口の方全体で取り

組んでおられたなというふうに思っておりま

す。 

 そこで、再度お尋ねするんですけど、この

橋本市の製造業全体に占める繊維工業の生産

額とその割合というのは、今までに対してど

のように推移したのかというのと、また、繊

維事業者の数であったり従業員の数というの

はどれだけ減少したのか、わかる範囲でお願

いします。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）繊維産業に関

してだけ申しますと、昭和50年頃の数字なん

ですけど、年間約600億円の生産額を誇ってお

りました。そこから貿易摩擦による輸出制限

であったり、高野口パイルの特徴である綿製

品にかわる素材が出現したことや、中国、東
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南アジアといった、安価の商品がそういった

国々でたくさんつくられた、そういったとこ

ろから非常に生産額が落ち込みまして、工場

もどんどん淘汰されてまいりました。 

 その結果、現在、47億円ぐらいまで、割合

にして１割にも満たない、そういう状況にま

で落ち込んでおります。また、ＲＥＳＡＳに

よると、事業者数なんですが、昭和61年頃に

は210件あった事業者が40件まで減少しまし

て、従業員数も当時2,552人から現在420人ま

で減少している、そういう状況でございます。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ご答弁ありがとうござ

います。年間600億円の生産額があったのが、

平成25年には約47億円で１割に満たない状況

ということ、それとまた、従業員の数も2,552

人から約６分の１ぐらいの420人となってい

るという現在の状況をお答えいただきました。 

 最盛期と対比してしっかりと現状を把握し

た上で、今後のパイル織物産業の将来性につ

いて再度お聞きしたいんですけれども、この

パイル以外の繊維事業者、動物愛護の関係か

ら本毛皮ではない、今、人口のエコファーと

いうものがありまして、製造事業者等の売り

上げというのも一部好転しているよというふ

うなこともお聞きしておりますけれども、市

ではどの程度このエコファーについて理解し

ておられるのか。 

 それと、産業資材としてのパイル生地の利

用であったりとか、壇上でもご答弁いただき

ました川下製品の商品開発支援を行っていく

ということでありますけれども、この最終川

下製品の開発は今どの程度進んでおられるの

でしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）今年の10月や

ったと思うんですが、皆さんもご存じのイタ

リアのトップブランドでありますグッチが、

リアルファー、本当の毛皮をもう一切使用し

ないというふうに発表されました。以前から

ヨーロッパを中心にして、動物愛護であった

りエコロジーの関係で毛皮とか皮革をもう使

わないという運動が特に広がっておったわけ

なんですけど、そのような状況の前から、実

は高野口パイルというのはヨーロッパのトッ

プブランドと取引をしておりました。 

 なかなかブランドからは生産地を明らかに

しないという、そういう決まりがあって、た

くさんのトップブランドのバイヤーが来られ

ておったんですけど、そういうことを一切公

表しておりませんでした。そういう中で、せ

んだってＮＨＫの朝の番組で高野口の事業者

のエコファーが紹介されて、非常に今、ヨー

ロッパを中心にオファーが来ているというふ

うに聞いております。 

 今のエコファーは以前の、私はその頃、大

分以前からそのエコファーを知っておったん

ですが、以前のエコファーというのはもう見

た目が本当に毛皮ではないなというのがすぐ

わかるような、そういう製品やったんですが、

最近、ここ数年の間に大きく改良されて、見

た目はほとんど変わりません。手ざわりなん

かも変わりませんし、おまけにメンテナンス

が非常に本当の毛皮と違って楽で、クリーニ

ングもできる、簡単にクリーニングできる、

そういった商品であることから、今後、需要

はどんどん拡大してこようかと思っています。 

 それに、産業資材につきましては、ここ数

年の間にある事業者が液晶パネルの研磨布と

してラビングクロスという、そういう商品を

開発されたり、ＯＡのプリンタのトナーの一

番摩擦の大きい熱を持つところにパイルを使

ったり、あと、下水処理のためのフィルター

に使ったり、そういうことをしております。

これは非常に経済産業省からも表彰される、

そういう商品でございまして、こういったと
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ころについても非常にこれから期待が持てる

と思います。 

 せんだって企業誘致しました日本シール株

式会社、ここは以前からエチケットブラシ、

これはもう皆さんご存じやと思うんですけど、

そういうものをつくっておりまして、実は、

一番今、シェアとして広いのが世界中の掃除

機の先っぽの、ちょうど掃除面と触れる布の

ところ、これほとんどパイルなんです。この

シェアのほとんどをこの日本シールがやって

おるということです。 

 そういうところで非常に今後期待できます

し、川下商品、最終商品の内容についてもお

聞きしたんですが、東京のデザイナーらとコ

ラボしながらプロデュースしてもらいながら、

ファーチェアであったり猫型の抱きまくら、

こういったものも非常にネットで完売になる

ような状態ですし、最近では糸井重里さんの

ほぼ日手帳というのが非常にテレビでも話題

になっておるんですけど、実はこれの表紙に

高野口のパイルが使われている。そういうと

ころから今後一層このパイル織物は違った産

業にも需要が拡大してくると期待しておると

ころでございます。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

 先ほど壇上からもご答弁いただいたように、

技術と品質というのは世界のトップクラスで

あるというふうに私も感じております。クオ

リティの高い本市のパイル織物というのは、

日本のみならず世界のニーズにぴたっとはま

れば、まだまだ無限大の可能性があるなとい

うふうにも考えておるわけでございます。 

 やっぱりそのためには、このパイル織物の

良さというのをさらに幅広く知ってもらう、

また、売り込んでいくというのが大切ではな

いのかなというふうに思うわけでありますけ

れども、そこでまたお伺いいたしますけれど、

今、紀州繊維工業協働組合等が取り組んでい

る首都圏や海外での展示会、商談会は重要で

あると思いますけれども、市はこの取り組み

をどのように考えておられるのか。それと、

今どのような支援を行い、今後どのような支

援を行っていかれるのかをお答えください。 

○議長（岡 弘悟君）経済推進部長。 

○経済推進部長（笠原英治君）展示会は、壇

上でも申し上げましたように、販路開拓とブ

ランドを発信していくために非常に大切な事

業だと思っております。産地のブランドを確

立していくには、やっぱり継続した展示会と

いうのが信頼性につながってきますので、非

常に大切なことだと思っております。そうい

う状況で、今後も多種多様な分野の展示会に

プロモーション活動をしていく必要があろう

かと思います。 

 支援につきましては、この産地展示会開催

の際には私のところの職員が人的に支援しに

行ったり、専門職員の人材育成のため、これ

現に紀州繊維工業協同組合で採用されておる

職員の一部給与補填なんかもさせていただい

ております。 

 今後そういったこととともに、今、壇上で

お話しさせてもらったふるさと名物応援宣言

事業にあわせてプロモーションの支援をしっ

かりさせていただきたいと思っております。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。

継続して展示会をしていくのは重要であると

いうふうなお話もいただきました。 

 商品自体は保証したようなクオリティの高

いパイル織物であります。それを首都圏や海

外で展示会とか商談会で広く紹介していくと

いうふうなことを今していただいているんで

すけど、今この紀州繊維工業協同組合等を中

心に、各繊維事業所がいろいろ創意工夫しな

がらいろんな分野に自社製品というのを売り
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込んで頑張っておられるわけなんですけれど

も、行政として、先ほどもお答えいただいた

ふるさと名物応援事業補助金というのを活用

して、地元企業をしっかりサポートしていく

というようなことでございましたので、その

辺についてはしっかりとサポートしていただ

きたいなというふうに思います。 

 それと、本市の伝統産業であります繊維業

の振興というのはこの橋本市の経済にとって

最重要事項であると思いますので、これから

も一層の取り組みというのをしっかりと要望

いたしまして、２項目めの質問を終わらせて

いただきます。 

○議長（岡 弘悟君）次に、質問項目３、子

どもの生活実態調査の進捗状況に対する答弁

を求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）子どもの生活

に関する実態調査の進捗について、お答えし

ます。 

 子どもの将来がその生まれ育った環境に左

右されることのない社会の実現をめざす。こ

れは2014年１月に施行された子どもの貧困対

策の推進に関する法律の理念です。総体的貧

困率が1990年代半ばから上昇傾向にある日本

の子どもの貧困状況の特徴は格差にあり、経

済的格差が教育格差、学力格差、就労格差に

影響し、ひいては少子化に拍車をかけ、経済

活動の停滞、社会保障費の増大につながって

いる状況が続いています。このことはいわゆ

る世代間の連鎖であり、この連鎖を断ち切る

行動を起こすことが必要であると認識してい

ます。 

 本市におきましても、子どもの貧困の連鎖

を断ち切る支援・施策を行うため、子どもや

保護者の実態を把握しようと、今年度、子ど

もの生活に関する実態調査を行いました。 

 まず、一点目の、実態調査の実施内容や時

期、対象者に関するご質問にお答えします。 

 調査は学年を絞り行いました。対象とした

のは橋本市にお住まいの市立、県立、私立全

ての学校に通う小学５年生、中学２年生とそ

の保護者で、本年９月に実施し、回収してい

ます。 

 調査内容は多岐にわたりますが、保護者に

ついては、家庭の収入状況や貯蓄の有無、就

労状況、社会保障制度の利用状況、生活への

不安等を、また、児童生徒に対しては、基本

的生活習慣である起床や就寝、帰宅後の過ご

し方、孤食を含めた食事の情報、将来の夢や

希望、進学への思いなどを尋ねています。 

 次に、二点目の、調査用紙の回収率、また、

信頼度についてのご質問にお答えします。 

 回収率は93.6％で、市内在住の小学５年生、

中学２年生、1,141人のご家庭のうち1,068家

庭から提出いただきました。市内に在住する

小・中学生は4,881名ですので、1,068件のデ

ータを得たということは信頼レベルを95％に

設定した場合、許容誤差がプラスマイナス

３％となります。 

 次に、三点目の、集計結果から明らかにな

った状況についてのご質問にお答えします。 

 現時点では、回収したデータを集計し、子

どもたちや保護者の自由筆記を一覧にまとめ

た段階で、単純集計に基づく感想といったも

のしかお答えできませんが、全体を見通した

場合、保護者の多くから、「自分の時間が足り

ない」「子どもと接する時間が欲しい」といっ

た、慌ただしい生活に関する記述が目立ちま

した。経済的理由で、「食事を切り詰めた」「新

しい衣服や靴を買ってやれなかった」「習い事

や学習塾に通わせることができなかった」な

どの回答も目立ち、収入の低い家庭において

その状況が高くなっており、所得の差が子ど

もの学習面や体験の機会の差となってあらわ
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れていることは明らかです。 

 また、「生活に見通し通しが立たなくて不安

になった」や「心配事や悩みを親身になって

聞いてくれる人がいない」という回答も多く、

経済的な状況が親の心理的な面にも影響して

いること、保護者の孤立傾向を感じます。 

 また、子どもの集計からは、孤食、いわゆ

る１人で食事をしている子ども、家庭で宿題

を見てもらう子がほとんどない、全くないと

いう子ども、毎日の生活で楽しいのは１人で

過ごしているとき、嫌なこと、悩んでいるこ

とを誰にも相談できない、相談したくないと

回答する子どもから、親同様、子どもの生活

にも孤立の状況が浮かんできます。 

 そのことと、学習理解度、将来の夢や目標

の回答を重ねたとき、子どもたちの孤立が自

分に対する自信、他者への信頼などの低下と

無関係ではないと思われます。 

 最後に、四点目の、今後この実態調査の結

果をどのように生かしていこうと考えている

かという質問にお答えします。 

 これまでに行った単純集計や自由筆記をも

とに、大学の研究室の力も借りながら、今後、

教育福祉連携推進会議で課題の把握を行い、

必要な施策につなげていきたいと考えていま

す。 

 また、今回の結果・分析をホームページで

公開するとともに、市民の皆さまに直接お伝

えする機会を重ねながら、市民の皆さまと行

政が協働し、子どもたちがより多くの方から

温かく見守られ、自己肯定感や有用感を高め

ていける仕組みづくりに取り組んでまいりた

いと考えています。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君、再質問

ありますか。 

 16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ご答弁ありがとうござ

います。 

 子どもの生活に関する実態調査を本年９月

に実施していただいて、調査対象としたのは

橋本市在住で市立、県立、私立の全ての学校

に通う小学５年生と中学２年生とその保護者

ということでありました。それで、回収率に

ついては93.6％でありますので、ほぼほぼ信

憑性の高い数字であると感じます。それと、

回収についていろいろご尽力いただいたよう

でございます。ご苦労さまでございました。 

 さて、この実態調査の結果を踏まえた上で

の対応方針というのが大変重要であると考え

るわけでありまして、壇上でも四点目でお聞

きしました、市の施策に生かし、子どもや保

護者の生活に還元していくのかとの問いの中

で、今後、大学の研究室の力も借りながら教

育福祉連携推進会議で検討していくというこ

とでありましたが、この会議を設置した目的

と、どのような組織体制になっているのかを

お聞かせください。 

○議長（岡 弘悟君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）まず、設置の

目的でございますが、目的につきましては、

世代間の貧困の連鎖や虐待、そして、居場所

づくり等、教育と福祉と、その両面がかかわ

るべき課題解決に向けた取り組み、そして、

それを行政や民間団体などが連携と相互協力、

こういったことを行いながらこの取り組みと

いうのを推進していくために、この会議を設

けました。 

 組織の体制といたしましては、現在、市民

団体の方から７名。市民団体と申しますのは、

放課後ふれあいルームのコーディネーターや

共育コミュニティのコーディネーター、それ

から、家庭教育支援チーム員、そして、民生

委員、児童委員の方から７名の方に参加をし

ていただいており、そして、健康福祉部から

部長以下５名、そして、教育委員会部局でも

部長以下６名、そして、総合政策部のほうか
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ら私以下２名が参加して、この会議というの

を構成しております。 

 そして、そのもとで五つのプロジェクトに

取り組んでおります。まず、一つとして、今

年度設置しました子育て世代包括支援センタ

ー、これの今後のあり方、体制づくりについ

て協議をしていくということ。二つ目として、

子どもの貧困対策に対する実態調査を実施し

ていく。そして、これをどういうふうに活用

していくのかという、そういうグループ。三

つとして、子ども食堂の実施と、さらにこの

実施団体を連携させていくネットワークづく

り。そして、四点目というのが学校プラット

フォーム化の推進と。そして、最後に五点目

というのが、市民目線による教育と福祉、こ

れを有効連携させていくための仕組みという

ようなことを課題として、現在、取り組んで

いるところでございます。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）ありがとうございます。

いろいろ考えていただいております。教育福

祉連携推進会議というのも検討していただい

ておりますので、その辺についてはまたしっ

かりと施策にのっとってやっていただきたい

なというふうに思うんですけれども、最後に、

市長にお伺いいたします。 

 市長は子育てしやすい、子育てに優しいま

ちづくりをめざしております。子育てにかか

わる顕在化する課題、いじめ、学力不振、非

行、不登校、虐待などがあるわけですけども、

それを解決するために、この教育福祉連携推

進室を設置したということをお聞きしました

が、子ども食堂のあり方も含めて、今後の施

策推進の方向性というのがあれば、お聞かせ

願えますでしょうか。 

○議長（岡 弘悟君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）岡本議員の質問にお答

えします。 

 昨年度から教育福祉連携推進会議を持ちま

して、本年度から教育福祉連携推進室をつく

りました。やっぱりこれからの子育て関係と

いうのは、出産、妊婦から18歳の子どもまで、

いかに支援をしていくかということになって

こようかと思います。できるだけワンストッ

プでできるような体制づくりというのが必要

ではないかなというふうに思っています。 

 それにはまず、職員の意識改革も必要かな

と。あまりにも縄張り意識的な要素も話を聞

いていますとありますので、そこでやはり本

音の議論をしていただいて、個々に取り扱う

部分については個々でやってもらう、連携し

てする必要のあるところは連携してやってい

くというふうな、やはりそういうものをつく

り上げる必要がまずあるのかなというふうに

思っています。 

 できるだけ民間の皆さんにも協力をいただ

きながら、そこの部分についてはしっかりや

っていきたいと思いますし、将来的なことを

申しますと、いきいき長寿課がやっている生

活支援事業体のような問題もありますけども、

そことまた連携して、例えば、ひとり暮らし

の高齢者の人に子ども食堂に来てもらって、

一緒に食事をしながら遊びや勉強を教えても

らうという形で、そういう形が実現できれば

高齢者の生きがいづくりにもなると思います

し、そこの部分については、何とか完成形と

してはそういうものをめざしていきたいなと

いうふうに思っています。 

 また、子どもの貧困問題については、まだ

結果も出ていませんが、今、教育福祉連携推

進室のほうでいろんな方策を考えてもらって

います。私はそこにはあまり口を出さずに、

実態を見ていただいた中で、こういうものを

やりたい、こういう予算をつけてくれである

とか、そういうものを、私の一方的な考えを
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押しつけるよりは、総合政策部を中心に教育

委員会、健康福祉部が一緒になって、ここの

子どもたちはこういう部分でカバーしていき

ましょう、個々の対応は健康課にお願いしま

しょうとか、不登校、いじめなんかというた

ら逆に学校でもう少し対応とほかの応援が必

要ないんかというようなことも、これから共

育コミュニティができてきますし、コミュニ

ティスクールもできてくるという、そういう

ふうなやっぱり総花的な市民の協力というの

が必要になってくると思います。 

 そういう中で今、五つの委員会をつくって

いただいてありますので、その中でいろんな

ご意見をいただいて、こういうことをやれば

こういうふうな解決ができるのではないかと

いうふうなものをご提案いただいたほうが、

私の一方的な思いでは多分うまくいかないと

思いますので、協力していただける団体が、

橋本市の子どもの貧困に対してこういうふう

にやりましょうというような一つの方針を示

していただければ、その中でまた改めて議論

をしていければいいのかなというふうに思っ

ています。 

 これからのまちづくりの中で大切なことは、

ここはここだけでやるということではなくて、

こういう中で高齢者も踏まえた中で、介護予

防がそれにあたったり、痴呆の予防がそれに

あたったり、孤独感というのがなくなったり

してくると思いますので、そういうふうな福

祉行政、教育行政の中で一本化できていけれ

ば良い形になるのかなというふうに思ってい

ます。 

 なかなか、子ども食堂もまだ２箇所ですの

で、これができたら中学校区の中の、公民館

であったり公共施設の中で子ども食堂もます

ます充実していただいて、そういうことがで

きていけばいいのかなというふうに思ってい

ます。 

 今、福祉センターでやっていただいている

子ども食堂も、だいたい平均50人ぐらいで10

人ぐらいの方が学習支援で、ボランティアの

人にも協力していただきながら学習支援をや

っていただいておりますし、高野口にも先日

できましたので、そういう中でより良いもの

になっていければいいのかなというふうに思

います。 

 まだアンケート結果で、橋本市の実態が私

自身も把握しておりませんので、その実態を

見た中で、五つの委員会の中でしっかり議論

していただければなというふうに思っていま

す。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君。 

○16番（岡本安弘君）市長、ありがとうござ

います。今後の橋本のまちづくりの中でも、

市長や上田総合政策部長がおっしゃられてい

るように、部局の連携というのも重要であり

ますし、部局の横串というのもますます重要

になるなというふうな考えも聞かれたところ

でございます。 

 今後、アンテナをしっかり高く張っていた

だいて、国の施策というのもいち早く察知し

て、国のベクトルに沿った方針を柔軟かつス

ピーディーに取り組まれることを切に要望い

たしまして、私の一般質問を終わらせていた

だきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（岡 弘悟君）16番 岡本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、午後４時まで休憩いたします。 

（午後３時50分 休憩） 

      

 

                                           

  


